
国 水 水 第 18 号 

令 和６年４月３日 

一部改正 令和７年４月１日 

一部改正 令和７年６月 30 日 

一部改正 令和８年４月３日 

 

   都 道 府県  

各   市    水道行政担当部（局）長 殿 

   特 別 区 

 

各国土交通大臣認可               殿 

 

 

国設置専用水道の設置者 殿 

（各地方整備局等水道担当経由） 

 

国土交通省水管理・国土保全局水道事業課長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

 

健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び 

水質事故等に関する情報の提供について 

 

 

水道行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 
国土交通省防災業務計画（令和８年１月修正）においては、発災後、一日も早

い生活再建に向け、インフラの迅速な復旧が急務とされています。このことを踏

まえ、自然災害・事故発生後、住民が断水で困らない状況を一刻も早く実現する

ことを目指し、国土交通省としては、被害が生じた水道事業者及び水道用水供給

事業者（以下「水道事業者等」という。）に対する広域的な支援や、国民への情報

発信に取り組んでいるところですが、より迅速に対応・支援するためには、初動

対応の一層の強化が重要となります。このため、水道における自然災害・事故等

発生時に迅速に情報が把握できるよう、「健康危機管理の適正な実施並びに水道

施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について」（令和６年４月

３日付け国水水第１号国土交通省水管理・国土保全局水道事業課長通知）につい

て別添のとおり所要の改正を行うこととしたため通知します。 
ついては、引き続き、下記１．のとおり健康被害の発生予防、拡大防止等の危

機管理の迅速かつ適正な実施を図るとともに、下記２．～６．のとおり速やかに

情報提供をお願いします。 
なお、貴都道府県におかれましては、貴管内の都道府県知事認可の水道事業者

等に対して、本件を周知いただくようお願いします。  

水 道 事 業 者 
水道用水供給事業者 



記 

 

１．飲料水健康危機管理実施要領について 

 
国土交通省では、飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に

対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図ることを

目的として、国土交通省が実施すべき要領を定めました。 
飲料水は国民の生命、健康に直結したものでありますので、貴職におかれても、

実施要領をご参照の上、飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事

態が生じた場合の対応要領などを定め、又は再点検することなどにより、健康被

害の発生予防、拡大防止等の危機管理の、より迅速かつ適正な実施を図られるよ

うお願いします。 
また、都道府県、市及び特別区におかれては、水道法による直接的な規制が適

用されない小規模な水道、飲用井戸等についても、衛生の確保に万全を期される

ようお願いします。 
 

 
２．自然災害による断減水等水道施設への被害が確認された場合の情報提供依頼 

 
 風水害、地震等による断減水が発生した場合や断減水被害が生じていなくても

社会的に影響が大きい被害が発生した場合には、都道府県において、管内の水道

事業者等の状況をとりまとめの上、以下のとおり各都道府県から、速やかに国土

交通省各地方整備局等水道担当あてに御報告をお願いします（大臣認可水道事業

者等におかれては、各都道府県あて御報告をお願いします。）。なお、給水区域内

の住民にとり日常生活の基盤となっている飲料水供給施設や組合営等の公営以

外の水道事業の断水状況についても、被害情報の把握に努め、被害を確認した場

合は、速やかに各都道府県よりあわせて御報告をお願いします。 
 

【情報提供をお願いしたいケース】 

・地震により断水等の被害が生じた場合（地震により管内に震度５弱以上の地域

がある都道府県は、水道施設への被害がない場合もその旨御報告をお願いしま

す） 
・豪雨により断水等の被害が生じた場合 
・その他の自然災害（大雪、落雷に伴う停電、火山噴火等）により断水等の被害

が生じた場合 
・断減水被害が生じていなくても、社会的な影響が大きい被害等（例えば、水道

施設の被害による道路陥没等で社会的な影響が大きいもの） 
・報道発表・記者会見する場合、報道等で取扱われた場合及び報道機関等に情報

提供した場合 
※報道機関へ情報提供等を行う際には、住民にとって「断水がいつまで続くの

かがわからないこと」が、大きな不安要因であることを踏まえ、断水解消の

見通し（一定の条件を付すことも可）や復旧作業の進捗状況について、適時・

的確な情報発信に努めてください。 



 
 
【様式】 

・別添１のとおり 
 ※災害発生直後の時点では、少なくとも断水の有無と断水の規模（想定断水

戸数（概数）、範囲）について、第１報として速やかに報告（様式不問）を

お願いします。第２報以降は、国土交通省等において広域的な応援につい

て検討できるよう、その時点で可能な範囲で、別添１の「３．対応状況」

を含め、具体的に記入をお願いします。なお、被災水道事業者等のみで対

応が困難な場合は、躊躇せず外部に応援・協力を要請するようお願いしま

す。 
   

【報告方法】 

①各地方整備局等水道担当あてメールの送信 
②メールを送った旨の電話連絡 
③連絡がつきにくい場合は非常時連絡先への連絡やFAXの併用をお願いします。 
 
 

３．渇水による断減水が発生した場合の情報提供依頼 

 
渇水による断減水が発生した場合、又は計画断水や減圧給水等を計画している

場合には、各都道府県において、管内の水道事業者等の状況をとりまとめの上、

以下のとおり各都道府県から、速やかに国土交通省各地方整備局等水道担当あて

に御報告をお願いします（大臣認可水道事業者等におかれては、各都道府県あて

御報告をお願いします。）。また、都道府県において水道に関する渇水対策本部を

設置する場合、各都道府県から、速やかに国土交通省各地方整備局等水道担当あ

てに御報告をお願いします。なお、専用水道、簡易専用水道、飲料水供給施設の

断水状況については、情報収集は不要です。ただし、情報を把握した場合は、各

都道府県より国土交通省各地方整備局等水道担当あてに御報告をお願いします。 
 

【情報提供をお願いしたいケース】 

・渇水による計画断水や減圧給水等を計画している場合、渇水による断減水等が

生じた場合 
・都道府県において水道に関する渇水対策本部を設置する場合 
 
【様式】 
・別添２のとおり 
 
【報告方法】 
①各地方整備局等水道担当あてメールの送信 
②メールを送った旨の電話連絡 
③連絡がつきにくい場合は非常時連絡先への連絡やFAXの併用をお願いします。 
 



 
 
４．事故等に関する情報提供依頼 

 
２．及び３．に挙げた自然災害及び渇水によるものを除く、事故その他の原因

による断減水が発生した場合や断減水被害が生じていなくても、社会的な影響が

大きい事故が発生した場合（以下「事故等」という。）には、以下のとおり、大臣

認可水道事業者等におかれては、速やかに国土交通省各地方整備局等水道担当あ

て直接御報告をお願いします。また、各都道府県におかれては、貴管内水道事業

者等における事故その他の原因による断減水の発生状況を把握する体制整備を

図り、事故等の発生を把握した場合には、速やかに国土交通省各地方整備局等水

道担当あてに御報告をお願いします。 
 

【情報提供をお願いしたいケース】 

自然災害及び渇水以外の事故その他の原因による断減水等が生じた場合。例え

ば、以下のような事態が想定される。 
・老朽化や道路工事等他工事に伴う配水管の破損事故による断減水等の被害。た

だし、断減水等の影響世帯数が 100 戸を超えるもの 
・水道施設の障害（例：機器故障、機器の操作ミス、停電、施設の破壊行為）等

による断減水等の被害 
・断減水被害が生じていなくても、社会的な影響が大きい事故等（例えば、道路

陥没による通行止め、浄水場からの薬品流出事故、布設工事中のガス管損傷事

故等で社会的な影響が大きいもの） 
・断減水被害が生じていなくても、給水装置に係る重大な事故（クロスコネクシ

ョン、水道水を汚染する恐れのある給水用具からの逆流事故、その他社会的な

影響が大きい給水装置異常事例等） 
※給水装置に係る重大な事故情報に関しては、各水道事業者については、自ら

取得する情報に加え、指定給水装置工事事業者からも情報提供をお願いする

など、積極的な情報収集体制を構築しておくこと。 
・報道発表・記者会見する場合、報道等で取扱われた場合及び報道機関等に情報

提供した場合 
※報道機関へ情報提供等を行う際には、住民にとって「断水がいつまで続くの

かがわからないこと」が、大きな不安要因であることを踏まえ、断水解消の

見通し（一定の条件を付すことも可）や復旧作業の進捗状況について、適時・

的確な情報発信に努めてください。 
 
【様式】 
・様式自由（様式例：別添３のとおり） 
 ※大規模な断水が懸念される事故や社会的な影響が大きい事故等（例えば、道

路陥没による通行止め等）が発生した場合、事故発生直後の時点で、少なく

とも断水の有無と断水の規模（想定断水戸数（概数）、範囲）について、第１

報として速やかに報告（様式不問）をお願いします。第２報以降は、国土交

通省等において広域的な応援について検討できるよう、その時点で可能な範



囲で、対応状況、断水解消見込み等を含め、具体的に記入をお願いします。

なお、事故等が発生した水道事業者等のみで対応が困難な場合は、躊躇せず

外部に応援・協力を要請するようお願いします。 
 
【報告方法】 
①各地方整備局等水道担当あてメールの送信 
②メールを送った旨の電話連絡 
③連絡がつきにくい場合は非常時連絡先への連絡やFAXの併用をお願いします。 
 
 
５．健康に影響を及ぼす（おそれのある）水質事故の発生が確認された場合の情

報提供依頼 

 
水道原水又は水道(小規模水道を含む。) 及び飲用井戸等から供給される飲料水

について、水質異常の情報を把握した場合には、以下のとおり各都道府県（市・

特別区含む）から、直ちに国土交通省各地方整備局等水道担当あて御報告をお願

いします。また、大臣認可水道事業者等、国設置専用水道の設置者におかれては、

水道原水又は水道水について、水質異常の情報を把握した場合には、直ちに国土

交通省各地方整備局等水道担当あて直接御報告をお願いします。 
なお、市、特別区、大臣認可水道事業者等におかれては、水質事故の影響が広

域に及ぶ場合は、各都道府県あてにもあわせて御報告をお願いします。 
 

【情報提供をお願いしたいケース】 
次の事象のいずれかが原因となって、国民の生命、健康の安全を脅かす事態が

生じている又は生ずるおそれがある場合 
・水道事業、水道用水供給事業又は専用水道に係る水道原水水質の異常 
・水道施設又は簡易専用水道における事故 
・飲料水を原因とする食中毒又は感染症の発生 
・水道法による認可等の規制が直接及ばない小規模水道や飲用井戸等における水

質異常 
・水道原水又は水道(小規模水道を含む。) 及び飲用井戸等から供給される飲料水

におけるクリプトスポリジウム等の塩素処理に耐性を有する病原生物の検出

情報 
 
なお、次の事象に該当する場合は、漏れなく、国土交通省各地方整備局等水道

担当あて御連絡をお願いします。 
①浄水の遊離残留塩素が 0.1mg/L 未満となった場合 
②一般細菌、大腸菌、シアン化物イオン及び塩化シアン、水銀及びその化合物の

いずれかについて、基準を超えている場合 
③水質基準省令の表中１の項から 32 の項までの上欄に掲げる事項のうち上記②

に示した項目を除いた項目について、基準値超過が継続すると見込まれる場合 
④その他、これらに準ずる水質異常が発生した場合（例：水質管理目標設定の目

標値超過が継続すると見込まれた場合等） 



 

また、報道発表・記者会見する場合、報道等で取扱われた場合及び報道機関等

に情報提供した場合は、漏れなく、国土交通省各地方整備局等水道担当あて御連

絡をお願いします。 
※報道機関へ情報提供等を行う際には、住民にとって「断水がいつまで続くの

かがわからないこと」が、大きな不安要因であることを踏まえ、断水解消の

見通し（一定の条件を付すことも可）や復旧作業の進捗状況について、適時・

的確な情報発信に努めてください。 
 

【様式】 
・別添４のとおり 
・必要に応じ、水質検査結果、浄水場と検査地点の位置を表した地図、水道シス

テムのフローチャート、報道提供資料等があれば併せて送付をお願いします。 
 ※大規模な断水が懸念される水質事故が発生した場合、事故発生直後の時点で、

少なくとも断水の有無と断水の規模（想定断水戸数（概数）、範囲）について、

第１報として速やかに報告（様式不問）をお願いします。第２報以降は、国

土交通省等において広域的な応援について検討できるよう、その時点で可能

な範囲で、対応状況、断水解消見込み等を含め、具体的に記入をお願いしま

す。なお、事故等が発生した水道事業者等のみで対応が困難な場合は、躊躇

せず外部に応援・協力を要請するようお願いします。 
 
【報告方法】 

①各地方整備局等水道担当あてメールの送信 
②メールを送った旨の電話連絡 
③連絡がつきにくい場合は非常時連絡先への連絡やFAXの併用をお願いします。 

 
 

６．断減水及び水質事故発生事態以外で御連絡をお願いしたい場合 

 
（１）水道に対するテロが発生した場合 

 
テロ等により、断減水が発生した場合は上記４．に従って、水質異常が発生し

た場合は上記５．に従って、必要な措置をとられるようお願いします。 
また、断減水又は水質異常の発生がない場合であっても、水道に対するテロ

（例：毒物混入未遂、水道施設破壊等）があった場合には、以下のとおり、大臣

認可水道事業者等におかれては、速やかに国土交通省各地方整備局等水道担当あ

て直接御報告をお願いします。また、各都道府県におかれては、貴管内水道事業

者等におけるテロの発生状況を把握する体制整備を図り、テロの発生を把握した

場合には、速やかに国土交通省各地方整備局等水道担当あてに御報告をお願いし

ます。 
なお、水道に対するテロの発生に係る対応については、「国内でのテロ事件発生

に係る対応について」（平成 18 年 10 月 17 日厚生労働省事務連絡）をご参照くだ

さい。 



 
 

【情報提供をお願いしたいケース】 

・水道に対するテロが発生した場合 
 

【様式】 

・様式自由 
 

【報告方法】 

①各地方整備局等水道担当あてメールの送信 
②メールを送った旨の電話連絡 
③連絡がつきにくい場合は非常時連絡先への連絡やFAXの併用をお願いします。 

 
 

（２）水道における情報システム障害等が発生した場合 

 

情報システム障害、サイバー攻撃等により、断減水が発生した場合は上記４．

に従って、水質異常が発生した場合は上記５．に従って、必要な措置をとられる

ようお願いします。 
また、断減水又は水質異常の発生がない場合であっても、重大な情報システム

障害（当該情報システムの管理等を外部に委託等している場合を含む）が発生し

た場合には、以下のとおり、大臣認可水道事業者等におかれては、速やかに国土

交通省各地方整備局等水道担当あて直接御報告をお願いします。また、各都道府

県におかれては、貴管内水道事業者等における情報システム障害の発生状況を把

握する体制整備を図り、重大な情報システム障害の発生を把握した場合には、速

やかに国土交通省各地方整備局等水道担当あてに御報告をお願いします。 
なお、水道分野における情報セキュリティ対策の実施については、「水道分野に

おける情報セキュリティ確保に係る安全ガイドライン（第一版）」及び「「水道施

設の技術的基準を定める省令の一部改正について」の一部改正について」（令和７

年２月 28 日付け国水水第 399 号国土交通省水管理・国土保全局水道事業課長通

知）をご参照ください。 
 

【情報提供をお願いしたいケース】 

・ＩＴの機能不全により、断減水、水質異常又は重大な情報システム障害（シス

テム停止に伴う給水への影響が大きい制御システム（浄水場の監視制御システ

ム、ポンプ場の運転システム、水運用システム等）の障害）が発生した場合 
・報道発表・記者会見する場合、報道等で取扱われた場合及び報道機関等に情報

提供した場合 
※報道機関へ情報提供等を行う際には、住民にとって「断水がいつまで続くの

かがわからないこと」が、大きな不安要因であることを踏まえ、断水解消の

見通し（一定の条件を付すことも可）や復旧作業の進捗状況について、適時・

的確な情報発信に努めてください。 
 



【様式】 
・様式自由 
 
【報告方法】 
①各地方整備局等水道担当あてメールの送信 
②メールを送った旨の電話連絡 
③連絡がつきにくい場合は非常時連絡先への連絡やFAXの併用をお願いします。 

 
 

７．その他 
・国土交通省各地方整備局等水道担当の連絡先については別途案内しているもの

をご参照ください。 
・地方整備局等には北海道開発局と内閣府沖縄総合事務局を含みます。 
 
 


